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※クーリング・オフ期間が過ぎた契約も、ケースによっては解約
できることがあります。

あきらめず相談しましょう！

「解約できるかわからない・・」
「クーリング・オフの期間を過ぎちゃった」

POINT３選

高額な契約一人で悩んでいませんか。

もうけ話
のトラブル
増えています！

冷静な判断
がカギ

借金してまで
契約すべき？
よく考えましょう

ＳＮＳを介してウェブ会議で勧誘された

高額な契約は
家族や周囲に

相談しましょう

※電話勧誘販売は契約書面等を受け取った日から８日間以内であれば
クーリング・オフができることがあります。
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